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１．中小企業の資金繰り対策
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対象
指定業種（６９８業種）に属し、売上減少または転嫁困難について市区町村長の認定を受

けた中小企業者

効果
2億8千万円（うち無担保8千万円）まで別枠で保証可能

責任共有制度の対象外（保証協会が１００％保証）

期間
10月31日から1年半。この間、約20兆円の利用を想定。

①

 
信用保証協会の緊急保証①①

 
信用保証協会の緊急保証信用保証協会の緊急保証

保証制度の拡充を求める中小企業をほぼ全てカバー

中小企業性の

薄い業種（鉄道、製
鉄、石油精製など）

（２５５業種）

緊急保証制度
６９８業種指定

法令上の対象外
（農林水産業、
金融・保険業）

（１１４業種）

業種数：７７％
（６９８業種／９００業種※）

売上高：８８％
（３５５兆円／４００兆円）

売上減少、原油・原材料、仕入価格
上昇の影響を受けず、指定しない業
種（情報通信業、放送業など）

※法令上の対象外業種、中小企
業性の薄い業種を除いた業種数

企業数：７８％
（３１４万社／４００万社）

全体：１，２６９業種
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○

 

中小・小規模企業の資金繰り対策として、「安心実現のための緊急総合対策」（平成20年8月29日）にお

 いて、日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付を強化（3兆円）。さらに、「生活対策」（平成20年10 
月30日）において、貸付条件等の拡充を行うとともに、貸付枠を3兆円から10兆円に拡大。

② セーフティネット貸付②②

 
セーフティネット貸付セーフティネット貸付

中小企業等の資金繰り対策のため、危機対応業務（次ページ参照）として、商工中金において経営環境変化

 
対応資金及び金融環境変化対応資金の貸付を実施。

日本政策金融公庫のセーフティネット貸付

 経営環境変化対応資金 金融環境変化対応資金 取引企業倒産対応資金 

融資対象者 

○社会的、経済的環境の変化により、

売上や利益が減少する等、業況が

悪化している者 

○金融機関との取引状況の変化等に

より、資金繰りに困難を来してい

る者 

○国際的な金融不安や経済環境の変

化を背景に、取引金融機関から借

入残高の減少等の取扱いを受けて

いる者 

○取引企業などの倒産により、経営

に困難を来している者 

資金使途 運転資金、設備資金 運転資金、設備資金 運転資金 

国民生 

活事業 
  ４，８００万円 別枠 ４，０００万円 別枠    ３，０００万円 貸

付
限
度
額 

中小企 

業事業 
７億２，０００万円 別枠     ３億円 別枠  １億５，０００万円 

返済期間 

（据置期間） 

運転資金： ８年以内（３年以内）

設備資金：１５年以内（３年以内）

運転資金： ８年以内（３年以内）

設備資金：１５年以内（３年以内）

運転資金： ７年以内（１年以内） 

利  率 

基準利率 

（ただし、最近の売上、利益率等が減少するなど業績が特に悪化している方

の運転資金は「基準利率―０．３％」） 

基準利率 

 

商工中金のセーフティネット貸付
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○

 
「生活対策」（平成20年10月30日）に基づき、商工中金を通じた資金繰り支援のため、危機

 対応業務を開始（平成21年1月30日から）。

③

 
日本政策金融公庫の危機対応業務③③

 
日本政策金融公庫の危機対応業務日本政策金融公庫の危機対応業務

危機対応業務の概要

（株）日本政策

 金融公庫

【危機対応円滑化業務勘定】

民

 間

 金

 融

 機

 関

㈱

 政

 策

 投

 資

 銀

 行

㈱

 商

 工

 中

 金

民

 間

 金

 融

 機

 関

指定金融機関

・

 

申請する民間金融機関のうち、

一定の基準を満たすものを主務

 
大臣が指定

・

 

主務大臣が危機を認定した場合

 
には、新公庫からのリスク補完等

 
を受けて、貸付等の「危機対応業

 
務」を実施

・資金の貸付け
・リスクの一部補完
・利子補給

・出資

・資金の貸付け

・利子補給金交付

協 定

○危機対応円滑化業務

実施方針の策定・公表

○指定金融機関との協定

締結の上、リスク補完等

を実施

（注）公庫自らも現行機関から

の承継業務の範囲内で、

必要な融資を実施

政 府
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２．中堅・大企業向け危機対応
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① ②

 
長期資金貸付、ＣＰ買取①① ②②

 
長期資金貸付、ＣＰ買取長期資金貸付、ＣＰ買取

中堅・大企業の資金繰り対策

○

 

「生活対策」（平成20年10月30日）及び

 

「生活防衛のための緊急対策」

 

（平成20年12月19日）に基づき、

 政策投資銀行や商工中金を通じた資金繰り支援のため、危機対応業務として長期資金貸付を開始。（貸

 付枠１兆円、平成20年12月11日から）

○

 

政策投資銀行を活用した、企業のＣＰ（コマーシャル・ペーパー）の買取を危機対応業務に追加（貸付枠

 ２兆円、平成21年1月30日から）

低利資金の貸付

㈱

 日

 本

 政

 策

 金

 融

 公

 庫

指定金融機関
（政策投資銀行、

商工中金他）

中堅企業

大企業

ＣＰの買取

国 財投貸付 長期の資金

（1兆円）

市場等

（1兆円） （1兆円）

（2兆円）（2兆円）

短期資金の貸付

出資

短期政府保証債
の発行
（2兆円）

非弁済額の一部の補てん

損害担保

金銭の支払

政府保証

（2兆円）
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３．ＪＢＩＣの国際金融業務
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① サプライヤーズ・クレジット①①

 
サプライヤーズ・クレジットサプライヤーズ・クレジット

ＪＢＩＣの輸出金融

○

 

「生活防衛のための緊急対策」 （平成20年12月19日）において、国際金融秩序の混乱に対処し、我が国

 企業の輸出及び海外事業を支援するため、ＪＢＩＣによる途上国向け輸出のためのサプライヤーズ・クレ

 ジット（輸出企業向け信用）の供与を決定

○

 

対象企業は、途上国への輸出を行う日本企業

国際協力銀行
（JBIC)

外国の
金融機関等

日本の
輸出者

外国の
輸入者

貸付（バンク・ローン）

貸付
（バイヤーズ・

クレジット）貸付
（サプライヤーズ･

クレジット）
（告示指定により可）

プラント等の輸出

貸付

JBICの事業計画の内数で実施

平成20年度2次補正後事業計画

1兆5,800億円

平成21年度予算案事業計画

1兆2,500億円

黄色 ：

 

ＪＢＩＣが従前から実施

赤色 ：

 

ＪＢＩＣが新規に実施
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②

 
親子ローン（国内大企業向け）②②

 
親子ローン（国内大企業親子ローン（国内大企業向け向け））

JBICの投資金融

○

 

「生活防衛のための緊急対策」 （平成20年12月19日）において、国際金融秩序の混乱に対処し、我が国

 企業の輸出及び海外事業を支援するため、ＪＢＩＣによる国内大企業（注）

 

を通じた途上国における事業に対

 する貸付（投資金融）の実施を決定

○

 

対象企業は途上国において事業を行う国内大企業

国際協力銀行
（JBIC)

国内銀行

日本企業

日
本

海外日系企業

外国銀行及び邦銀支店・現法

途
上
国

貸付
大企業向け

（除く資源案件）は
告示指定により可

貸付

貸付・出資

貸付

海外日系プロジェクト ・・・

赤色 ：

 

ＪＢＩＣが新規に実施

JBICの事業計画の内数で実施

平成20年度2次補正後事業計画

1兆5,800億円

平成21年度予算案事業計画

1兆2,500億円

（注）従来より、中堅・中小企業による途

 
上国事業を対象に貸付を実施。
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③

 
先進国向け融資③③

 
先進国向け融資先進国向け融資

日系企業の海外資金繰り対策

○

 

日本企業（中堅・中小企業を含む）の先進国における事業に対する貸付及び保証を実施（投資金融）

○

 

対象企業は、先進国において事業を行う日本企業及び現地日系企業・プロジェクト

国際協力銀行
（JBIC）

日本

途上国

海外日系企業
海外日系プロジェクト

日本企業

先進国

貸付
政令・告示
により措置

貸付・出資

貸付

貸付
大企業経由途上
国向け（除く資源
案件）は告示に

より措置

貸付
先進国向け

（除く資源案件）
は政令・告示
により措置

貸付・出資

海外日系企業
海外日系プロジェクト

黄色 ：

 

ＪＢＩＣが従前から実施

赤色 ：

 

ＪＢＩＣが新規に実施

JBICの事業計画の内数で実施

平成20年度2次補正後事業計画

1兆5,800億円

平成21年度予算案事業計画

1兆2,500億円
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４．日本政策金融公庫による指定金  
融機関の出資に対する損失補てん
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①民間が自己資金で出資
民間の指定金融機関
（政策投資銀行等）

産活法の認定企業

②損失の一部を補てん

（株）日本政策金融公庫

※検討中の制度は、企業に直接公的資金を注入するものではない。

日本政策金融公庫による指定金融機関の出資に対する損失補てん（産活法の改正）日本政策金融公庫による指定金融機関の出資に対する損失補てん（産活法の改正）日本政策金融公庫による指定金融機関の出資に対する損失補てん（産活法の改正）
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（参考）経済対策における記述

 
①（参考）経済対策における記述（参考）経済対策における記述

 
①①

安心実現のための緊急総合対策（抄）

 
（平成20 年8 月29 日「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議）

７.中小企業等活力向上対策

(１）中小・零細企業等への支援

◇ 急激な資源高に苦しむ中小・零細企業等を支援するため、ワンストップ支援拠点として整備した地域力連携拠点の活用を図りつつ、資金繰り対策の拡充や下

 
請法・独禁法の運用強化、下請保護の情報ネットワークの構築等に取り組む。また、燃料負担が大きい業種の支援に取り組む。

＜具体的施策＞

○資金繰り対策の拡充

・中小・零細企業金融の円滑化（中小・零細企業金融のきめ細かい実態把握と監視の強化、金融機関への要請、中小・零細企業の自己資本充実策や事業再生

 
の支援、金融仲介機能の発揮促進に向けた検査対応の一層の改善等）

・新たな保証制度（原材料価格高騰対応等緊急保証）の導入

・セーフティネット貸付の強化

生活対策（抄）（平成20 年10 月30 日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議）

５．中小・小規模企業等支援対策

◇中小・小規模企業等の資金繰り対策のため、セーフティネットとしての貸付・保証枠について、先般措置した９兆円の事業の早期実施を図るとともに、30 兆円

 
規模に拡大する等の措置をとり、加えて、民間金融機関による資金供給の円滑化等に努める。

＜具体的施策＞

○「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」の活用・改善（再掲）

○「安心実現のための緊急総合対策」による資金繰り対策の早期実施

・上記対策で措置した９兆円の事業について、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫によるセーフティネット貸付の10 月１日からの強化に加え、信用保証

 
協会による緊急保証を10 月31 日から開始

○緊急保証と政府系金融機関等による貸付について21 兆円規模の追加を実施（「安心実現のための緊急総合対策」における９兆円規模に加え、合計30 兆円

 
規模に拡大）

・信用保証協会による緊急保証枠について、「安心実現のための緊急総合対策」における６兆円規模に加え、新たに14 兆円規模の追加を行い、合計20 兆円規

 
模に拡大

・政府系金融機関等による貸付枠について、「安心実現のための緊急総合対策」における３兆円規模に加え、日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付の

 
金利や貸付条件の見直しを含めた拡充、商工中金による金融危機対応業務の発動により新たに７兆円規模の追加を行い、合計10 兆円規模に拡大

○商工中金、政策投資銀行による金融危機対応業務の発動（再掲）

○日本企業の海外における事業に対する貸付の拡充

・日本政策金融公庫（国際協力銀行（ＪＢＩＣ））を活用して、国際金融危機に対処するため、我が国企業の海外における事業に対する貸付を拡充
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（参考）経済対策における記述

 
②（参考）経済対策における記述（参考）経済対策における記述

 
②②

生活防衛のための緊急対策（抄）（平成20 年12 月19 日経済対策閣僚会議）
６．金融市場・資金繰り対策 （３３兆円程度）

◇金融機関が安心して地域経済や中小企業に対して資金供給できる環境を整備するとともに、一時的に資金繰りが悪化している中堅・大企業や金融環境が

 
悪化している住宅・不動産市場に対して必要な措置を講じることなどにより、金融市場の安定化・資金繰りの円滑化を図る。

＜具体的施策＞

○日本政策金融公庫の危機対応業務を活用した中堅・大企業の資金繰り対策（貸付枠：２次補正

 

３兆円）

・一時的に資金繰りが悪化している企業に対して、政策投資銀行や商工中金を通じた資金繰り支援を行うため、日本政策金融公庫の危機対応業務の貸付枠

 
を１兆円に拡大

・日本政策金融公庫の新たな危機対応業務の発動（貸付枠２兆円）等により、政策投資銀行がＣＰ（コマーシャル・ペーパー）を買い取るスキームを創設

○国際協力銀行（ＪＢＩＣ）による日本企業の海外事業向け資金調達等に係る支援の拡大

・国際金融秩序の混乱に対処し、我が国企業の輸出及び海外事業を支援するため、ＪＢＩＣにおいて、業務の特例としてサプライヤーズ・クレジット（輸出企業向

 
け信用）の供与及び国内大企業（現状は中堅・中小企業のみ）を通じた途上国における事業に対する貸付を実施
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（参考）政策金融機関等の概要（参考）政策金融機関等の概要（参考）政策金融機関等の概要

（注1）

 

特段の注記がないものは、平成20年10月1日時点

（注2）

 

役員には、非常勤役員、社外取締役を含む。なお、日本政策金融公庫、地方公営機構の従業員数は予算定員。

（注3）

 

日本政策金融公庫の財政支出は統合４機関の単純合計に危機対応円滑化業務に係る金額（9億円）及び信用保険等業務に係る金額（400億円）を

 

加えたもの（平成20年度通年の数値）

（注4）

 

日本政策金融公庫の財投計画、融資残高、出融資規模は統合４機関の単純合計（平成20年度通年の数値）

（注5）

 

日本政策投資銀行、地方公営機構の財投計画は平成20年度通年の数値（前身となる法人の上半期分を合計した数値）

※

 

本資料は、主務省から提供を受けた各機関の業務報告書等を参照して事務局において作成したもの。単位未満は四捨五入。

平成20年10月1日時点

項　目 株式会社日本政策金融公庫
株式会社日本政策投資銀
行

株式会社商工組合中央金
庫

地方公営企業等金融機構

根拠法等 株式会社日本政策金融公庫法
株式会社日本政策投資銀
行法

株式会社商工組合中央金
庫法

地方公営企業等金融機構法

目　的

国民一般、中小企業者及び農林水
産業者の資金調達支援、重要資源
の海外における取得、我が国産業
の国際競争力向上、危機による被
害への対処のための必要な金融等

長期の事業資金を必要とす
る者に対する資金供給の円
滑化及び金融機能の高度
化等

中小規模の事業者を構成員
とする団体に対する金融の
円滑化

地方公共団体に対して長期
かつ低利の資金の融通、地
方公共団体の資本市場から
の資金調達に関する支援

機関の長  （総裁）安居祥策 （社長）室伏稔 （社長）関哲夫 （総裁）渡邉雄司

店舗数（本店・本部含）
153店舗
(海外事務所 19)

11店舗
 （海外事務所 4）

99店舗　(海外支店1 海外事
務所2)

1店舗

役員・従業員数
役員：26人
従業員：8,117人

役員：14人
従業員：1,347人

役員：16人
従業員：4,369人

役員：6人
従業員：79人

資本金 2兆2,384億円 1兆円 2,186億円 166億円

政府出資分 全額政府出資 全額政府出資 1,016億円 (全額地方公共団体出資)

財政支出
（平成20年度当初）

992億円 ─  ─  ─

財投計画
（平成20年度当初）

4兆1,723億円 6、980億円  ─ 7,700億円

主務大臣
財務大臣、厚生労働大臣、農林水
産大臣、経済産業大臣

財務大臣・内閣総理大臣
経済産業大臣・財務大臣・
内閣総理大臣

総務大臣、財務大臣

融資残高
（平成19年度末）

25.0兆円 12.0兆円 9.1兆円 23.2兆円

出融資規模
 （平成19年度実績）

4兆4,271億円 1兆3,856億円
14兆4,163億円
※　短期貸出を含む。

1兆1,263億円
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